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脚気は日本の風土病と考えられ，江戸時代には「江戸煩い」と称してい

たようである．当時，脚気は江戸，大阪，京都の大都会に多く，とくに地

方から出てきた武士・町人たちの間に多く流行した．また脚気による死亡

者も少なくなかった1）．14代将軍徳川家茂も，慶応 2年（1866）8月 20日，

満 20歳のとき大阪城でなくなっている．死因は脚気と伝えられている2）．

明治 4年（1871），薩長土肥からなる御親兵の間で脚気が多発する．夏

季には，実に兵員の 20％が罹病する3）．

同様に，生徒隊でも脚気が多発し，数十人を兵庫県の有馬温泉で転地療

養をさせている．これが陸軍における脚気による転地療法の始まりであ

る4）．明治 2年（1969）9月に，大阪兵学寮を設け，同年 12月 28日には，

33人の生徒を入学させ，これを青年舎生徒と称している．生徒隊という

のは彼らのことである．明治 3年（1970）に，京都の仏式伝習所（教導隊

に改組される），横浜練習所（その生徒 35人を幼年学舎の幼年生徒とす

る）を大阪に移し，青年生徒，幼年生徒，教導隊に編制している5）．

────────────
１） 日本科学史学会編（1965）p.119.
２） 厳本編（1995）p.67．この時期，島津久光もまた脚気に罹病していたよう

である．サトウ（1960）下，p.86.
３） 日本科学史学会編（1965）p.120.
４） 矢島編（1927）p.5.
５） 松下編（1942）p.127, p.129.
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そして，明治 10年（1877）7月 12日，西南戦争のため京都滞在中の明

治天皇の足に浮腫ができて，脚気と診断されるのが，同月 16日である6）．

これが全治するのは同年 10月である7）．

明治 10年（1877）8月 7日，親子内親王（徳川家茂夫人和宮）は転地

療養のため箱根塔ノ沢温泉に出発する．これは親子内親王が同年 6月以

来，脚気に罹病したためである．侍医船曳清修が付き添い，さらに同年 8

月 16日には，侍医岩佐純が派遣されている．同月 25日には侍従を見舞い

に派遣し，同月 29日に侍医池田謙斉を派遣している．明治 10年（1877）
まさなり

9月 1日に侍医伊東方成が派遣される．そのかいもなく同月 2日に親子内

親王は脚気のためなくなっている8）．

伊東方成が青木邦彦ととともに大典医となるのは，明治 2年（1869）9

月 15日である．これ以降，岩倉具視の建言により宮中において漢方医だ

けではなく，洋方医を任用することになる9）．

別働第三旅団司令長官陸軍少将川路利良は脚気のため，明治 10 年

（1877）7月 1日に鹿児島を離れ，同月 3日，4日に京都で明治天皇に戦局

を報告し，同月 9日に京都をたって，同月 13日東京に帰っている10）．

明治天皇は脚気予防のために高地での転地療法を右大臣岩倉にすすめら

れるが，これを断っている．その理由はふたつある．ひとつは，脚気は日

本国民すべてが罹病する病気である．すべての国民が転地療法をできな

い．それゆえ国民すべてが予防できる方法をみつけるべきであるというこ

とである．東北巡幸のさいに，鎮台兵は高地に駐屯していた．それにもか

かわらず，脚気に罹病しているものが数十人あった．ということは，脚気

予防に高地療法はあまり意味がないのではないかということがふたつ目で
────────────
６） 宮内庁（1970）第四，p.214.
７） 同書，p.399.
８） 同書，p.234．東京大学史料編纂所蔵版（1998）p.503.
９） 宮内庁（1969）第二，p.186.
１０） 宮内庁（1970）第四，pp.211−212.
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ある．親子内親王も，高地療法の効果がなく，脚気で明治 10年（1877）9

月 2日になくなっていることはさきに述べた．このとき，侍医たちは転地

すれば快方に向かうと明治天皇に説明している．しかし効果がなかったこ

とから，侍医に対して明治天皇は不信感を持つようになる11）．それだけで

はなく，脚気の治療法について明治天皇は意見を述べている．脚気は日本

を含むアジアだけに存在する病気であり，ヨーロッパには存在しない病気

である．その原因としては米食が考えられる．さらに漢方医遠田澄庵が，

米食をやめて，小豆，麦等の食事療法を採用しているのは，おおいに参考

にすべきであるともいっている．しかも，病気を治すのに，洋医も漢方医

もさらには和洋の区別なく，ともに協力して研究するべきだとも述べてい

る12）．明治天皇の指摘した点は，当時の医学会よりも論理的できわめて妥

当な意見である．

明治 11年（1878）7月 10日，和漢洋の医師の協力をえて，神田表神保

町 1番地の旧英語学校を府立脚気病院として開院する．明治天皇は脚気病

院開設にあたり 2万円を下賜している13）．この病院のベッド数は 100で，

治療専任，治療成績・病理専任，統計表・治療日誌・治療評価の編集専任

の三種に医師を区分している14）．さらに「洋科」と「漢科」にわけて，治

療法を競争させている．洋科は佐々木東洋，小林恒が担当し，漢科は遠田

澄庵，今村了庵が担当している15）．このとき明治政府は東京府に達しをだ

している．それによるとむこう 5ヵ年毎年 1万円が支出され，初年度は設

立費 8000円を国から支出し，その他の費用を東京府が負担することとあ

る16）．また，脚気病院に漢科をおくことになったのは，大久保利通が圧力

────────────
１１） 東京大学史料編纂所編（1976）p.50.
１２） 宮内庁（1970）第四，pp.399−400.
１３） 東京都編（1969）p.486.
１４） 同書，p.491.
１５） 宮内庁（1970）第四，p.419.
１６） 東京都編（1969）p.485.
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をかけた結果とある17）．

明治 11年（1878）10月 16日の各庁経費及興業営業費表をみると，内

務省の経費として脚気病院補助費，23,970円があげられている．明治 12

年（1879）7月 19日の各庁経費及営繕堤防警察費表では，脚気病院設立

補助費，23,970 円が内務省の費目としてあげられている．明治 13 年

（1880）6月 30日の各庁経費表では，脚気病院設立補助費，23,970円は文

部省の経費として上げられている18）．これをみると，明治 11年（1878）3

月 15日の内務卿大久保利通の通達と異なるおおきな額が国から支給され

ている．明治政府が脚気を重要視し，その必要経費を増額したということ

であろう．

明治天皇は，明治 11年（1878）5月 30日にふたたび脚気となるが，侍

医に対する不信感があるため，侍医のいうことを聞かない．そこで佐々木

高行，吉井友実等の侍補が明治天皇の脚気を心配して，脚気に詳しい漢方

医遠田澄庵の意見を聞くように取り計らっている19）．それほどに明治天皇

の脚気の症状が進んでいたということである．

明治 12年（1879）3月 28日に，医学について，侍従長山口正定に，明

治天皇は漢方医も洋医もそれぞれ一長一短があり，どちらも完全とはいい

がたいと述べている20）．脚気についてはアジア，あるいは日本の風土病と

いうこともあり，当時の西洋医学ではなすすべもないが，漢方には長い経

験があり，なによりも一部には治癒に成功しているという実績があるとい

うことを受けてのことと思われる．

明治 15年（1882）8月 4日にも，明治天皇は脚気と診断される．この

────────────
１７） 日本科学史学会編（1965）pp.120−121.
１８） 東京大学史料編纂所蔵版（1998）p.191, p.206, p.227.
１９） 宮内庁（1970）第四，p.419．東京大学史料編纂所編（1976）p.69，「東」

田となっている．
２０） 宮内庁（1970）第四，p.637.
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脚気が癒えるのが同年 10月 30日である21）．

ところで，脚気病院における明治 11年（1878）と明治 12年（1879）の

2年間の成績はつぎのようになっている．遠田澄庵は患者 100人につき全

癒した患者は 50人余，死亡した患者は 3人余，今村了庵は患者 100人に

つき全癒したのは 51人余，死亡したのは 20人余，小林恒は 100人につき

全癒したのは 80人余，死亡したのは 13人余，佐々木東洋は 2室を担当し

ていて，一方は患者 100人につき全癒したのは 79人余，死亡したのは 12

人余，他方は 100人につき全癒したのは 66人余，死亡したのは 24人余で

ある．この数字をみると，遠田澄庵の成績がいい．ただし，これには備考

がある．今村了庵，小林恒が担当したのは，軽症患者と重症患者であり，

佐々木東洋は一方は軽症患者と重症患者であり，他方は重症患者だけであ

る．これに対して，遠田澄庵は重症患者を受けつけず，軽症患者だけを治

療したとある．所見では，結局どちらがいいのかわからないと記してい

る．この所見は正しいものである．そもそも異なる条件のもとで，比較す

ること自体が無意味なことである．このときに成績について所見を書いて

いるのが，のちに麦飯反対論者の石黒忠悳である．

神田表神保町 1番地の脚気病院は明治 11年（1878）12月 10日に閉院

となり，明治 12年（1879）4月 1日，本郷区向ヶ岡弥生町 2番地に東京

府脚気病院が開院する．この脚気病院も明治 15年（1882）5月 3日に廃

止される22）．これを東京大学医学部が引き継ぎ，脚気病室が置かれるよう

になる．また漢方医はすでに明治 11年（1878）8月に，浅田宗伯を院長

として，私立脚気仮病院（のち，博済堂と改称する）を設立している23）．

当時，毎年初夏から晩秋にかけて，陸軍の病院は脚気患者でいっぱいに

なり，軽症患者には温泉あるいは山地における転地療法をおこなってい

────────────
２１） 宮内庁（1970）第五，p.755, p.794.
２２） 東京都編（1969）pp.494−495.
２３） 日本科学史学会編（1965）p.120−122.
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た．東京では，音羽の護国寺，小石川の伝通院，戸山学校などを臨時病院

として使用している．さらに軽井沢，箱根に転地療養所を設けている24）．

たとえば，東京鎮台の高崎分営歩兵第 15連隊第 3大隊，士官 20人，下士

以下 431人は，明治 20年（1887）9月 13日から同月 24日まで，脚気予

防をかねて，軽井沢で演習をおこなっている25）．

明治 16年（1883）10月，1等侍医伊東方成，同池田謙斉，同岩佐純等

が連署して，太政大臣三条実美に明治天皇の脚気予防のために，離宮を設

け，毎年転地療養することを建議する．明治 10年（1877）に京都で脚気

に罹病して以来，再三，夏秋に脚気を発症している．これは明治天皇が脚

気に感染しやすい体質のためであり，これをさけるために脚気が流行する

ときには，東京を避けて，東京から 30里内外の山水秀麗・空気清浄なと

ころに離宮を設立して，毎年夏秋には，そこに転地し，病原を根治すべき

であり，また皇子・皇女の夏の避暑地としても，箱根，日光等に離宮を設

立すべきという主張である．この結果，皇子・皇女の転地用として，箱根

に離宮を，日光等に御用邸を置くようになる．ただ，明治天皇は転地療養

のためにこれらを利用したことはないということである26）．箱根塔ヶ島の

土地，45,660坪を皇居地附属地とし，明治 18年（1885）3月から離宮の

建設に着手している27）．建築資金 12万 4千余円を投じて，箱根塔ヶ島離

宮が完成するのは，明治 19年（1886）7月 31日である28）．その後，明治

23年（1890）7月 14日に，箱根塔ヶ島離宮は函根離宮と改称される29）．

明治 18年（1885）1月，明治天皇は陸軍士官学校に侍従岡田善長を派

遣し，同校附属予科生徒の脚気患者について調査させている．その結果，

────────────
２４） 矢島編（1927）p.1．日本科学史学会編（1965）p.120.
２５）『官報』（明治編）第 2巻～（22），p.80.
２６） 宮内庁（1971）第六，pp.129−130.
２７） 同書，p.297.
２８） 同書，p.622.
２９） 宮内庁（1972）第七，p.616.
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予科生徒隊長柳生房義は，明治 17年（1884）6月から同年 12月の間にお

ける脚気患者数を明治 18年（1885）1月 20日，明治天皇に報告してい

る30）．

明治天皇は，明治 18年（1885）6月 20日，近衛と東京鎮台に侍従岡田

善長を派遣し，兵士の罹病の状況を調べさせている31）．

同年 7月 20日，脚気に罹病する近衛兵がおおいので，明治天皇の要請

により，近衛兵から選ばれた集成隊を編制し，習志野で転地療養をかね

て，7週間の野外演習をさせている．さらに明治天皇は宮内省七等出仕歩
まさただ

兵少佐子爵大河内正質を派遣して状況を検分させている32）．

また，日野西資忠が明治天皇についてつぎのようにかたる原因のひとつ

は脚気とおもわれる33）．

大演習に馬を召さなくなって後は殆ど御乗馬はなかったようでありま

す．是も全く御足なり御身体の御加減で，御乗馬が御出来にならなか

ったと恐察するものであります．

明治天皇がこれほどの興味を示している脚気に対し，陸軍がどのような

脚気対策をもっていたのか興味のあるところである．

2

陸軍では明治 17年（1884）には，兵食に麦・小豆・その他の雑穀を混

用するように通達が出る．その結果，明治 23, 24年（1890, 1891）のころ
────────────
３０） 宮内庁（1971）第六，p.356.
３１） 同書，p.427.
３２） 同書，p.442．大河内は前大多喜藩主松平正質である．父は間部詮勝であ

る．
３３） 日野西（1952）p.39.
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にはほとんどの隊が麦飯を兵食に採用するようになっている．しかし，麦

米の混合比率が各隊で異なるという問題があった．ようやく明治 37, 38

年（1904, 1905）の日露戦争のとき陸軍大臣の訓令で麦飯が採用されるよ

うになる34）．

高島と脚気との出会いである．明治 15年（1882）7月 23日，壬午事変

である．このとき朝鮮兵により陸軍工兵中尉堀本禮造等 7人が殺害され

る．日本の公使館が襲撃され，初代朝鮮弁理公使花房義質（はなぶさよし

もと），外務書記官近藤眞鋤，陸軍歩兵大尉水野勝毅等 28人で防戦し，深

夜に王宮，楊花鎮，そして同月 24日，仁川に脱出する．仁川でも襲われ

て，巡査広戸昌克等 6人が殺害される．花房以下は済物浦に逃れ，海上を

小船で逃亡していたところをイギリスの測量船に助けられ，同月 29日長

崎に到着している35）．

明治 15年（1882）7月 31日，陸軍少将高島西部監軍部長心得は小倉在

営の歩兵 1大隊を率いて花房弁理公使の護衛を命じられる．この通知を高

島は伊香保温泉滞在中に受け取ったようである36）．西部監軍は朝鮮にもっ

とも近いので，西部監軍部長心得の高島が花房の護衛に任命されたものと

推測される．

明治 15年（1882）8月 1日，高島不在中，陸軍少将黒川通軌中部監軍

部長心得が西部監軍部長心得を兼務することになる37）．高島はこの日の朝

に東京に帰ってくる．そして，樺山資紀が高島を訪問してなにかしらの注

意を与えている38）．

────────────
３４） 陸軍省編（1966）上，p.772.
３５） 宮内庁（1971）第五，pp.744−746.
３６） 樺山（1988）p.353．伊香保は当時東京陸軍本病院の脚気の転地療養所であ

ったことから，高島は脚気で滞在していたとも考えられる．宗田（1989）
p.433.

３７） 杉本編（1893）下，p.450.
３８） 樺山（1988）p.354.
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大山陸軍卿から高島に与えられた命令書である39）．

今般在朝鮮国我公使館江逆徒乱暴の事件為談判弁理公使花房義質を同

国江被遣候処万一逆徒の勢益猖獗にして公使一行京城江進入難相成自

然彼より戦端を開き候場合に至り候節は兼て公使え被附候護衛兵を指

揮し仁川其他便宜要衝の地に拠り先つ守備を為し公使と協議の上速に

其状況を具申し後命を可待旨御沙汰候事

このとき東京鎮台の騎兵 1小隊，輜重兵 1小隊，輸卒憲兵若干が福岡に

派遣され，熊本鎮台の兵とともに混成旅団を編成している．

参謀本部が明治 11年（1878）12月 5日に創設されてのち，これが第 1

回目の動員である40）．

西部監軍部長心得の派遣を決め，このような動員をしたということは日

本政府がこの事件を重要視したということである．明治 6年（1873）に西

郷隆盛の朝鮮派遣に反対した大久保利通に与した高島が，10年後花房弁

理公使護衛の司令官として朝鮮に派遣されることになる．

このとき高島とともに海軍少将仁禮景範，そして日進・金剛・比叡・清

輝各軍艦の派遣も決まる．

同年 8月 8日，侍従長山口正定は清輝艦に乗船して朝鮮に行く41）．同月

10日，高島は小倉屯営歩兵 2個中隊を率いて，花房公使とともに明治丸

に乗船して，同月 12日，仁川港についている．仁禮はすでに外務書記官

近藤眞鋤とともに金剛艦に乗船して，仁川に碇泊している42）．

後年，このときのことを高木兼寛が語っている43）．
────────────
３９） 陸軍省編（1966）上，pp.551−552.
４０） 松下編（1942）p.241.
４１） 宮内庁（1971）第五，pp.753−754.
４２） 同書，p.750.
４３）「高木男の脚気懐旧談」p.1033.
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仁礼少将をして金剛外二艦を率い急航せしめる事となって，四十余日

武装の儘に滞陣する事となりしが，比叡艦中には早くも脚気患者が非

常に増加して来た．元来朝鮮に向かわぬ前，此等三艦は，北海道へ回

航させる筈なりしを，俄かに朝鮮行きに改めたので，三百余名中罹病

者が百八十余名に昇って，山の様な清国軍艦に対抗して威厳を保つ事

が出来なくなった．ソコで極めて内密に病者の半数を上陸治療せしめ

る，新手の兵を加えるとか，病兵を後送するとか，今から考えれば何

でもない訳なれども，海戦に経験のない当時の士気に多大の不幸を蒙

らしめた点は甚大なものであった．内地に居る当局者は，何のことじ

ゃ，年々三百万円の養兵費は何にして居るとか，いや海軍の非難が八

釜敷事であった．これを冷かに戸塚医務局長の下に居って聞いて居る

副長たる予の感慨は，到底諸君に分らない程である．従って予の感慨

は，到底諸君に分らない程である．従って，予の対脚気策の初志を貫

徹する事に付ての決心は頂上に達した．ソコデ十五年十月七日脚気予

防の儀に付き上申書を海軍卿に提出した．戸塚局長の名義であった

が，実は自分の案であったのじゃ．

さらに驚くことに，脚気のため，金剛艦は機関の運転にさえ差し支える

事態まで引き起こしている44）．各軍艦が脚気のために戦闘能力を大幅に減

却したことで高島はおそらく肝を冷やしたこととおもわれる．このとき高

島は脚気の恐ろしさを身にしみて体験したことになる．

明治 15年（1882）8月 18日，高島と仁礼が兵を率いて入京する．禮曹

参判趙秉鎬は花房の行館を訪れて謝罪するとともに，朝鮮国王李熙との謁

見を同月 20日正午とすることを伝える45）．

同月 19日に外務卿井上は参事院議官井上毅を花房の援助のため朝鮮に
────────────
４４）「高木男の脚気懐旧談（承前）」p.1068.
４５） 同書，p.768.
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派遣する46）．同月 20日，花房は外務書記官近藤眞鋤とともに，2個中隊の

兵に護衛されて重熙堂で国王にあう．また，大院君とも別殿であってい

る47）．

明治 15年（1882）8月 23日，高島は花房と仁礼とともにソウル（京

城）を去る．外務書記官近藤眞鋤はソウル（京城）にとどまる48）．そして

同月 30日，済物浦条約が締結される．内容は，壬午事変の犯人処罰，賠

償 50万円，公使館駐兵権等を含むものである．さらに同年 10月 30日に

は日鮮修好条規続約（居留地拡張等）を締結している．

高島は明治 15年（1882）10月 5日に帰国する49）．同月 6日（金曜日），

高島は仁礼とともに明治天皇に拝謁する．正午，陪食を命じられ，花房，

井上毅等と席をともにしている50）．

同月 18日，明治天皇は高島以下，外務卿井上等の壬午事変の関係者を

謁見し，酒饌をあたえている．このとき高島は朝鮮に出兵した陸軍の状況

を明治天皇に報告する．これに対しする明治天皇の勅語である51）．

朝鮮の変局を和平に結ぶは汝等同心協力朕が旨を奉じ軍隊を率いて渡

航規律厳明節制を愆らず能く其職を盡すに由る．朕之を嘉賞す．

同年 11月 1日，華族有志 60余人が，芝離宮で高島，花房，仁禮を招い

て，午後 4時から 8時まで祝宴をはっている．このとき東久世通禧が総代

で祝詞を読んでいる52）．
────────────
４６） 同書，p.769.
４７） 同書，p.768−769.
４８） 同書，p.772.
４９）『枢密院高等官履歴』第三巻，p.147.
５０） 宮内庁（1971）第五，p.797.
５１） 同書，pp.799−800．杉本編（1893）pp.228−229では，日時は 11月 1日とな

っているが，これはまちがいである．
５２） 霞会館華族資料調査委員会編（1995）p.487.
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同月 5日，高島は東久世通禧のところに 11月 1日の祝宴のお礼にいっ

ている53）．

3

堀内利国の経歴は以下のとおりである54）．

弘化元年（1844） 7月 6日 舞鶴藩士堀内隆平の子として加佐郡舞鶴町に

うまれる．

明治 3年（1870） 5月28日 大阪の軍事病院医官（大録相当）となる．

明治 4年（1871）10月19日 軍医寮七等出仕となる．

明治 5年（1872）10月17日 陸軍一等軍医となる．

明治 6年（1873） 2月15日 正七位となる．

同年 5月20日 陸軍二等軍医正となる．

同年 6月25日 従六位となる．

明治 8年（1875）11月25日 大阪鎮台病院長となる．

明治10年（1887）4月 1日 大阪陸軍臨時病院副長を兼ねる．

同年 6月14日 征討軍団附となる．

同年 6月25日 鶴崎軍団支病院長となる．

同年 6月29日 陸軍一等軍医正となる．

同年 9月11日 軍団病院附けとなり，鹿児島に出張する．

明治11年（1878） 1月31日 勲四等，年金 135円を下賜される．

同年 5月 2日 熊本鎮台病院長となる．

明治13年（1880） 1月 7日 正六位となる．

明治15年（1882） 6月 8日 大阪鎮台陸軍病院長となる．

────────────
５３） 同書 p.488.
５４） 朝倉編（1988）第五巻，p.366, p.369, p.371, pp.473−474．幹（1895）pp.1711

−1715.
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明治18年（1885） 6月16日 大阪鎮台軍医長となる．

同年11月19日 勲三等，旭日中授章を授られる．

明治19年（1886） 4月23日 陸軍軍医監となる．

同年 7月 6日 従五位となる．

明治21年（1888）11月30日 第四師団軍医長

明治25年（1892） 4月 9日 正五位に叙せられる．

明治27年（1894）10月20日 従四位に叙せられる．

明治28年（1895） 6月18日 真田山陸軍墓地に眠る．

高島と堀内の出会いである．堀内は，明治 11年（1878）5月から明治 15

年（1882）6月まで熊本鎮台病院長である．これに対して高島は，明治 13

年（1880）4月 29日から明治 14年（1881）2月 7日まで熊本鎮台司令官

である．高島の熊本鎮台在任中，堀内もまた熊本鎮台病院長であった．少

なくとも，明治 13年（1880）4月から高島と堀内はお互いに見知ってい

たことになる．

また堀内は，明治 15年（1882）6月から大阪鎮台陸軍病院長である．

これに対して高島は，明治 18年（1885）5月 21日から明治 24年（1891）

5月 17日まで大阪鎮台司令官（第四師団司令官）である．やはり，大阪

でも高島在任中は堀内もまた大阪鎮台（第四師団）に在任していた．

ところで明治 20年（1887）1月 11日，堀内はつぎのような転居広告を

出している55）．

生儀都合に依り左の所へ転居す

但自宅診療の儀は当分午後三時より六時限とす

東区北浜二丁目三十番地 浪速橋南詰西へ入る

────────────
５５）『朝日新聞』明治 20年 1月 11日．
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堀 内 利 国

このころ官吏の勤務時間は，夏季に午前 8時から午後 2時あるいは 3時

まで，冬季に午前 9時から午後 3時までである．当時，堀内は軍医として

勤務するかたわら，勤務を終えた午後 3時以降には近隣の人の診療もして

いたようである．このときの堀内の身分は陸軍軍医監，大阪鎮台軍医部軍

医長・大阪鎮台病院長である．

明治 23年（1890）3月 24日，内閣訓令第二号で諸官庁の勤務時間が改

定されている56）．

4月 20日から 7月 10日までは，午前 8時から午後 3時まで，

7月 11日から 9月 10日までは，午前 8時から午後 12時まで，

9月 11日から 4月 19日までは，午前 9時から午後 4時まで，

である．同月 27日に，大山陸軍大臣が勤務時間を内閣訓令第二号に従う

こととする達第四十九号を出す57）．

4

つぎに堀内が脚気予防対策として米麦混合飯を考えた経緯についてみて

みる．

明治 17年（1884）4月，大阪鎮台の兵隊が兵庫県三木野で演習したの

ち，脚気患者が 50, 60人発生したことがある．このとき，第八連隊の患

者がもっとも多かったようである．

同年 5月に神戸監獄で麦飯を支給したら，脚気がなくなったとの話を堀

内が聞き，いくつかの質問項目を与えて，調査のため部下を神戸監獄にお

くっている．
────────────
５６） 内閣官報局編（1978）第二十三巻－4, p.140.
５７） 内閣官報局編（1978）第二十三巻－5, p.152.
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このときの話が「脚気病予防叢談」にある58）．

明治十七年四月初春大阪鎮台管下諸兵隊を以て混成旅団を編成し，播

州三木野に於て，旅団演習を施行せり，該演習を了り，諸隊帰営後旬

日ならずして脚気病に罹るもの五六十名，就中歩兵第八連隊の下士兵

卒を最多しとす．

同年五月一日，予め転地養生所開設の事を稟議し，同月十五日摂津国

矢部郡坂本村旧砲兵営を転地養生所と定め，同月二十三日脚気患者七

十名を此に転地せしむ

この時点では脚気に対してまだ転地療法を考えていたようである．それ

がいかにして米麦混合飯にいたるのか，以下でみてみよう．

明治 22年（1889）7月 27日，28日の両日に大日本私立衛生会の第 7次

総会が大阪の西区西道頓堀府会議事堂で，参加者 1,200人から 1,300人を

あつめて開催される．大日本私立衛生会の会頭は伯爵山田顕義司法大臣

で，このとき開会の挨拶をしている．堀内は 7月 28日に麦飯の効果につ

いて演説をしている59）．

つぎの引用文は，大日本私立衛生会第 7次総会での堀内の演説「脚気病

予防の実験」の内容である60）．堀内がいかにして麦飯に到達したかがうか

がえる．

会員堀内利国曰す利国は当会幹事より会場に於いて祝文若くは演説を

為すの嘱託を受けたり利国は公衆衛生的の学術経験に乏しきを以て今
────────────
５８） 愛国生（1908）（五）pp.1234−1235.
５９）『大阪朝日新聞』明治 22年 7月 30日．矢島編（1927）p.4では明治 21年と

なっている．
６０） 堀内（1889）pp.733−737．『大阪朝日新聞』明治 22年 8月 10日，8月 11

日．幹（1895）p.1713.
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日は我軍隊の衛生上最大の関係を有する脚気予防の実験説を述べ満場

21諸君の清聴を煩わし以て公衆衛生の参考に供せんとす

脚気は亜細亜地方に行わるゝ麻痺病にして我日本に於ては上世邈矣た

り距今二百年即ち元禄の初年に於て大阪城中脚気病大に行れ其患延て

城外に及び漸く近国に伝染すと云此病の流行伝播することは当時の形

跡に於て已に掩うべからざる事実なり維新後都鄙の別なく兵隊の屯集

する所は処として此患あらざるなし就中東京，大阪を最も甚しとす蓋

し此病は夏秋の間に行れて壮者を侵し易く我軍隊脚気の患多きは職と

して是れ茲に由る歟茲に軍隊脚気予防の事を説くに当て先其沿革を述

べずんばあるべからず

明治二年の秋兵部省を大阪に置かれ諸藩士を徴収して数隊を編成し之

を生徒隊と呼ぶ尋で兵学寮を設け青年生徒及幼年生徒を養成せり此を

軍人の大阪に屯集する始めとす又軍事病院を大阪に設け軍人の疾病を

治療する所となす此を我国陸軍病院の始めとす利国は明治三年五月文

部省より兵部省に出身し始めて軍人の治療に従事するを得たり此年既

に軍人の脚気に罹るもの数多之あり明治四年の夏軍人の脚気病に罹る

こと愈々多し当時緒方惟準君は宮内中典医を以て軍事病院を統督せら

れ教師ブツケマ氏等と相謀て脚気患者数十名を有馬山の温泉場に転地

せしめしに頗る其効験ありし此を我陸軍に於て脚気患者を転地療養せ

しむる始めとす同年九月廃藩置県の詔あり壮兵を廃して賦兵となす我

国の兵制於是手一変せり尋で東京，大阪，広島，熊本に四鎮台を置か

れたり爾来兵隊の大阪に屯集すること年を遂て増加し従手軍人脚気の

患亦多し同年秋兵部省を東京に移し大阪は其出張所となる又軍医寮を

東京に置かれ軍事病院を其管理に帰す後仙台，名古屋に鎮台を置かれ

前四鎮台を合せて之を六鎮台と称せり先是東京，大阪は勿論各鎮台脚

気の患年々増加するを以て脚気の病理と予防の事は我陸軍部内否世間

の一大問題となれり維新後我国の文物は年を遂て開進し就中我医学の
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如きは高尚の域に進むにも拘わらず脚気の病理治法及其予防の事に至

ては絶て発明する所なきを以て唯其対症療法と転地療法を施すに過ぎ

ざりし是其大略なり

明治十七年四月初旬大阪鎮台に於て混成旅団を編成し野外演習を施行

せり該演習終るや否や旬日ならずして兵士の脚気病に罹るもの七十余

名殊に急性にして険悪の症多きを以て直に之を神戸砲兵営に転地せし

む先是利国各府県に於いて囚徒に麦飯（挽割麦六分米四分）を給せし

以来監獄の脚気著しく減却するを聞知し試に大阪，神戸両監獄に就て

之を質すに果して其聞く所に背かず因て九項の問題（問題略す）を設

け之を近隣府県の衛生課に質せり此問題は同年六月に発して九月に至

り其答報を得たり大阪，京都，兵庫，滋賀，三重，和歌山，岡山二府

五県の報ずる所概ね皆一徹に出づ報答の略に曰く明治十四年内務省第

拾三号の布達に由り同年七月より囚徒に麦飯を給せり十五，十六年は

囚徒脚気の患著しく減却し本年に到ては監獄中絶て脚気を患うるもの

なし云々利国以為らく兵営の衣食住と監獄の衣食住とを比較するに衛

生上那の点より之を考るも兵営に利あって監獄に利なきは論を俟たざ

るなり然るに我に脚気の患あって彼に脚気の患なきは其効果して麦飯

に在る歟於是米麦分析比較表府県監獄脚気病況申報并に大阪鎮台諸隊

病類表同脚気患者一覧表を製し軍隊脚気予防の為め今より一周年間兵

士に麦飯を給せられんと雖ども同年十二月四日遂に軍第拾五号の命令

を発し翌五日より之を断行せり翌十八年中大阪鎮台諸隊脚気の患は殆

んど其跡を絶ち実に明治二年以来未曾有の好結果を得たり此年利国故

あって東北地方を巡回せしを以て箱館，青森，新潟，宮城，群馬，諸

県の監獄に就き脚気病況を質すに曩に二府，五県監獄の申報する所と

概ね相同じ同年十二月更に諸隊の麦飯を持重し以て脚気病を予防せん

ことを建議し議行われて本年に至り五年間第四師団管下に於ては軍隊

の脚気病は全く其跡を絶つに至れり
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先是我陸軍部内に於ては脚気の病理及其予防の事を策問せしことあり

しが衆軍医の見る所概ね四項の外に出でざりし曰く換気法の不完全

（語を換て之を言えば炭酸の中毒）曰く動作の過度（語を換て之を言

えば滋養の不及）曰く清潔法の不完全（語を換て之を言えば麻拉利亜

毒の発生）曰く飲料水の不良是なり利国等見る所も亦此に外ならざる

を以て兵舎炭酸の測定，動作と飲食物との権衡溝渠汚水の排除，飲料

水の化学試験等を施し専ら脚気予防に力を盡すも十八年に至るまで当

師団に於ては未だ脚気の患を断つ能わざりし

試に察せよ明治初年より十八年に至るまで大阪屯在諸隊患者の数は大

抵現兵百分の十を下らず十八年以後脚気は勿論爾余の疾病も大に減却

し現今に至り諸隊患者の数は平均百分の一．五に居る其多きも決して

百分の二を超えることなし是れ軍隊衛生法の進歩に由ると雖ども麦飯

の脚気予防に与て大に効力あるは之を五年間七八千人の兵員に試みし

事実に徴して疑うべからざるなり試に思え軍隊脚気の患は我が最大焦

眉の急なり世間脚気を予防する明論卓説あらざる以上は府県監獄に麦

飯の好経験あるあらば宜しく採て之を我軍隊に試むべし何之理論に拘

泥して躊躇するの暇あらんや是利国が持論なり今や利国麦飯の脚気を

予防する効力あるを知て未其理論を諸君に向て公言する能わざるなり

諸君幸に試験あって其効理如何を教えられんことを是利国が切に諸君

に望む所なり

堀内は明治 16年（1883）に脚気予防のため歩兵第八連隊兵舎の改良を

請願している．しかしながらこのときには認められなかった．その後も歩

兵第八連隊に脚気が多発したため，堀内は明治 17年（1884）5月，再度

建議する．その建議である61）．

────────────
６１） 愛国生（1908）（五），p.1235.
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当鎮台の病兵を通算するに，歩兵第八連隊の病兵最多し，其死亡除隊

の数亦之に準ず，其病類は脚気最多くして，他病の過半数を占む，試

に昨十六年一年間台下諸隊病死の数を挙ぐれば，総計九十一名，内六

十二名は歩兵第八連隊の兵にして，其六十二名中三十五名は脚気病に

係る，八連隊の脚気流行の盛なる推して知るべきなり，抑脚気の流行

は，風土気候の然らしむる所と雖ども，兵営の結構及其建築法に関係

する亦小少ならざるべし，夫歩兵第八連隊営は圍繞方形の結構にし

て，其舎を上下二層に区別し，毎室寝台を四列に置き，板障を以て縦

に之を分割せり，加之に窓牖寡少にして，風気の流通，日光の透射共

に其宜しきを得ず，舎内毎人所領の容積は平均十三立方米突児，平均

十二立方米突児に過ぎず，然も之を歩兵第八連隊の各大隊に比すれ

ば，病兵の僅少なる理に於て怪むべきに似たり，之を要するに，歩兵

第十連隊第二大隊営は兵舎の横径狭小にして，寝台を二列に置き，其

窓牖は潤大にして，毎舎或は東西に，或は南北に対向して之を開き，

風気の流通日光の透射共に其宜しきを得るに在るや必せり，是最も見

易き一列なり利国等客年来歩兵第八連隊兵営の健康に不利なるを論

じ，該営改良の件を建議せしに，幸に採る所ある乎，営舎主管をして

改良の図を製せしめ，之を本省に呈し，其許可を俟つと聞けり利国等

謂う，八連隊営の改良日近きに在り，本年我軍隊脚気の患全く断つ能

わざるも，之を前年に比すれば減却するや必せりと，如何せん本年四

月中旬以来，八連隊中脚気病に罹るもの続々之あり，現今の勢を以て

之を考れば，平年に比すれば，脚気の流行或は猖獗を極むるも知るべ

からず，其予防治療の方法は，軍医の責任にして，日夜怠らずと謂ど

も，言論行れざること往々之あり利国等常に痛嘆して措かざる所あ

り，茲に十六年大阪鎮台諸兵死亡除隊一覧表第五表十六年同台脚気患

者各隊比較表第六表并に歩兵第八連隊十三年後各隊患者比較表第七表

を製し参照に供す，幸に説の採るべき者ありとせば，歩兵第八連隊営
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改良の件速に御詮議之あらんことを希望す云々（諸表は略す）

これをみると堀内も最初から兵食と脚気とを関連づけていたわけではな

い．当初は脚気と気候風土との関係，なかんずく住居環境との関係に着目

している．堀内の建議の結果，西郷従道陸軍卿が大阪鎮台を視察し，兵舎

改良の断を下す．大阪鎮台の兵舎改良工事が竣工するのは明治 18 年

（1885）2月である62）．

しかも堀内が脚気対策として兵舎改良工事を建議したのは，明治 17年

（1884）5月である．大阪鎮台の野外演習が行われたのは，同年 4月初旬

であり，同年 5月には神戸坂本村に転地療養のため大阪鎮台の脚気患者を

移送している．このとき，堀内はなお脚気対策として，兵食改良ではなく

兵舎改良・転地を有効と考えていたことになる．

堀内が兵食改正の議を稟申するのは，明治 17年（1884）10月である．

その抄録を田村が記述している63）．

脚気を誘発する因由数多ありと雖も，試に其大綱を掲ぐれば風土，気

候，年齢，稠人群居，常習の変換，情意の感動，家居の結構，食料の

善悪，被服の厚薄，寛緊の類是なり，然れども此等の諸因は挙て之を

除く能わず，除き得べきの事にして其最も急なるものは兵舎の改良，

食料の改良なり兵舎の改良は既に嘉納せられて着手せり，更に一歩を

進めて，兵食の改良を望む，聞く明治十四年七月全国囚徒の食料を米

麦混食に改めてより府県監獄の脚気病は殆ど其跡を断つものの如し，

是に由て之を見れば麦食の脚気予防に効あるや，稍信を取るに足る，

依りて自今一周年間試に諸隊兵士の食料を改正し，給するに米麦混合

の食を以てし，所謂兵舎の改良と，食料の改良と併て之を実地に施さ
────────────
６２） 愛国生（1908）（五），pp.1235−1236.
６３） 田村（1907）pp.828−829.
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ば，明年脚気の患者を断つ能わざるも，恐らくは之を減却するに至ら

ん．

さらに詳細なものが「脚気病予防叢談（五）」に記載されている64）．

脚気は亜細亜地方に行わるゝ一種の麻痺病にして，我日本に於ても中

世以来人民輻湊の地に行わる，維新後都鄙の別なく，兵隊の屯集する

所は，地として比患あらざるなし，就中東京大阪を最も甚だしとす，

蓋し其症は春夏の交より，秋冬の間に行わるゝ麻拉里亜性伝染病に属

して，壮者を侵し易し，我軍隊脚気の患多きは職として此に因るな

り，且其症に緩急あり，軽重あり，其急症は発病後両三日を出でずし

て斃るゝあり，其慢性症は両三年に渉りて癒えざるあり，現に大阪鎮

台に在ては，脚気症は年々他病の過半数に居り，而して死亡除隊の数

亦之に準ず，我軍隊に於ては虎列拉腸窒扶斯の類偶行れて，其猖獗を

極むる如きあるも，未だ脚気病の年々我兵士を残害するの甚しきに若

かざるなり，夫疾病を既発に治するは，之を未萌に防ぐに若ず，是衛

生学普通の論題たり，特に我軍隊に於て脚気を未萌に防ぐの利あるは

論を俟たずして知るべきなり利国等軍医の職に斑し，脚気予防に力を

盡す茲に年あり，苟も之を予防せんと欲せば，其誘因を除かずんばあ

るべからず，脚気を誘発する因由は数多なりと雖ども，試に其大綱を

掲ぐれば，曰風土，曰気候，曰年齢及男女の差，曰稠人群居，曰常習

の変換，曰情意の感動，曰家屋の結構，曰食料の美悪，被服の厚薄及

其寛緊の類是なり，然ども此等の誘因は挙げて之を除く能わず，何と

なれば風土気候は人力を以て之を変更するを得ず，丁壮を謳て兵役に

服す，年齢男女亦之を変更する能わず，一営に起臥し，軍務に服する

────────────
６４） 愛国生（1908）（五），p.1236.
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は兵士の常なり，稠人群居亦之を避くるを得ず，服装則あり，起臥法

あり，常習の変更亦避く可らず，父母を辞し，親戚朋友を離れて兵役

に服す，情意の感動亦去る能わず，今や除き得べき事にして其最も急

なるものは曰兵舎の改良なり，曰被服の改良なり，然も改良の事たる

理に於て言うべくして，勢に於て行われざること往々之あり，是利国

等常に痛嘆して措かざる所なり利国曩に上書して歩兵第八連隊営の結

構最も健康に不利なるを論じ，併て改良の事を請う，幸に其説を嘉納

せられ，本年六月に至て該営改良に着手し，其工事の竣るや日将に近

きに在らんとす利国等更に一歩を進めて，脚気予防の為に改良を望む

の件あり，他なし，兵食の改正是なり利国等之を聞く，明治十四年七

月全国囚人の食料を改正し，給するに米麦混合（麦六分米四分）の食を以て

し，爾来府県監獄の疾病大に減少すと，因て本年六月近隣府県衛生課

に照会して，其虚実を質すに，果して其聞く所に負かず，府県監獄に

於て，脚気の一症は其跡を絶つものゝ如し，（府県の答報は前に記せ

り）65）是に由て之を見れば，麦食の脚気予防法に効あるや稍信を取るに

足る，且麦食は之を米食に比すれば，胃中消化易うして，

堀内は誰からどのような情報をいつ聞いたのか．明治 17年（1884）に

大阪鎮台の三等軍医であった重地正己がつぎのように述べている66）．

明治四年からして大阪の軍隊に続々脚気患者が出来まして爾来軍隊の

増設されるのに伴いまして該患者も亦益々多くなりまして一時に数百

人の患者を見るに至り死亡数も随分夥しいことでありました其処で脚

気患者に転地をさせる為めに有馬，高野山，西江州坂本村，兵庫市，

神戸の坂本村等に療養所を設けまして此所に輸送に堪える脚気患者を
────────────
６５） 原文は二段組である．
６６） 重地（1901）pp.611−614.
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移して療養させました

私が三等軍医で砲兵第四連隊附として兵庫石堡塔分遣隊に在勤中明治

十七年五月に大阪の陸軍病院から脚気患者七十名を兵庫県下摂津国矢

部郡坂本村にある旧砲兵営に移しまして此所を転地養生所と致し該患

者の治療を私に命ぜられました尤も軍医試補の神屋五郎之助氏木村得

三氏山岸信英氏等は一ヶ月交代で此所に出張して患者の治療に従事さ

れましたが治療主任は私でありました此の時に大阪陸軍病院長の堀内

利国氏彼の脚気と麦飯の関係に就て高名の堀内君が患者視察として来

営されました其の時同氏は私に何か脚気の特効薬はなきやと尋ねられ

ましたから私が之れに答て曰く 対症療法の外に何の名案もありませ

ん然し此に一つ私の身に就て実行したことがありますが私には利き目

がありましたそれは私が熊本に在勤して居た時脚気に罹って余程難儀

しましたことがあります其の時に私の友人が私の難儀するのを見兼ま

して脚気の未だ起らない時より麦飯を食うと脚気に罹らずに済むから

之れを遣って見てはどーだと忠告してくれました其処で私は之を用い

て見ました所が案の如く次年から罹らなかったのであります今ま試み

に之れを御実施なすって見てはどーですと申しました所が堀内君は大

に私の実験談を嘲笑されまして此れは遠田長庵の療法であって今や開

明の世の中にこんな療法を称用するものはない重地君は遠田の弟子に

でも成ったことがあるのかと云って丸で相手になってくれませんでし

た夫れから暫らくして同君が又たこられまして相易わらず談が脚気特

効薬のことに移りました此の時にも私は麦飯実験談を担ぎ出だし且つ

大分県監獄兵庫県監獄等に於ても米飯を廃し一般に麦飯を給すること

になりし以来囚徒の脚気患者が大に減少したと云ことを話しました此

の大分県監獄のことは私の知人で其の当時同監獄の役員をして居た者

より聞き又兵庫県監獄の方は同獄の医員鈴木某の話で知ったのです其

当時神戸市では脚気が流行して巡査や書生や車夫などは続々之れに罹
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りましたが独り囚徒には同病に罹るものが殆んどなかったそうです今

回は堀内君は別にけなしもせずに私の話を黙して聴て居りましたが別

れに臨んで夫れでは一つ兵庫県監獄に就て脚気患者の有無を調査して

呉れと申されまして次記の問題を書いて与えられました此の問題各項

の末尾に答がありますが此れは私が調査の上書きしるしましたのです

問 題

第一問 徒囚人に麦飯を用いし起因及其年月日如何

答 明治十四年第十三号内務省布達に因り同年七月より此れを施

行する

第二問 麦飯を給せし後ちは米食を与えし時に比すれば該病の多寡如

何殊に脚気の一症其員数及死亡の数如何

答 徒囚人に麦飯を用いし後は脚気病に罹る者年々其数を減じ十

五年中七十名十六年中十七名の脚気ありしも本年に在っては

徒囚人中未だ一名の脚気患者を生ぜず

第三問 徒囚人食量の区別如何

答 就役の種類に従って異り軽役四合並役五合強役七合但し米麦

の割合は麦六分米四分とす

第四問 食料の献立如何

答 朝
○

味噌汁 昼
○

漬物 夕
○

煮染 但し日曜，大祭日には牛

肉若くは魚肉五六匁を給与す

第五問 徒囚人内外応役の景況及其時間如何

答 外役は午前六時より午後六時に至る内役は暑中に設けある工

業場に於てするものにして午前五時より午後六時に至る

但し内外役共に日の長短に従て時間に差等あり

第六問 徒囚人の脚気に罹る男女の区別及其年齢如何

答 婦女の脚気病に罹るは稀なり年齢は十六年以上三十年以下の

ものに多しとす
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第七問 徒囚人の現員如何

答 徒囚現員 男 七百九十三人

女 九十六人

合計八百八十九人

第八問 徒囚人脚気患者の現員如何

答 目下一名も之れに罹るものなし

第九問 徒囚室内一人占領する処の容積及室内炭酸定量如何

但し此項不明ならば必ずしも答を煩わさず

答 徒囚一人の容積は平均建坪大約四分四厘とす

室内炭酸量未だ審ならず

明治十七年五月廿二日

此の報告を致しましてから間もなく堀内君は附近各府県の監獄に或は

軍医を派遣し或は書面を発送して調査されました処其結果は兵庫県監

獄のと殆んど同一でありました其処で堀内君は大に麦飯説に傾いてこ

られまして時の第四師団長山地中将に歩兵第八連隊に麦飯を給与相成

旨を理由を具して稟申され山地師団長は堀内君の説を採用され軍隊に

麦飯給与の件を陸軍大臣に申請され其の許可を得て明治十七年の秋期

に初めて歩兵第八連隊に麦四米六の割合の米麦混食を給することにな

りました其の時の歩兵第八連隊長は現今の第四師団長小川中将であり

ました麦飯を米飯に代用することに就ては同隊中に大部不平を唱える

ものがありましたそうですが同連隊長は夫れ等のことに頓着せず断行

されました（以下略）

神戸監獄の回答書は明治 17年（1884）5月 22日付けで書かれている．

さきにみたように坂本村旧砲兵営に脚気患者 70名を移送するのは，同月

23日である．したがって，堀内と重地のやりとりは，5月 22日以前，坂

本村に脚気患者 70名が来る前ということになる．重地は患者が来てから
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の話として述べているが，おそらく重地の記憶ちがいであろう．

重地が堀内の質問状を回収した結果わかったことは，神戸監獄では，明

治 14年（1881）7月から麦飯を給与し，明治 15年（1882）の脚気患者は

70人，明治 16年（1883）の患者は 17人であったが，明治 17年（1884）

には脚気患者は発生していないということである．

ところで監獄での麦飯支給は明治 14年（1881）の太政官達で，「在監人

給与規則」が 7月 1日から施行されることにもとづいている．「規則」の

第 6条に在監人の食事の規定がある．使役の程度によって，また未決囚，

子ども等の違いによって支給される食料の量はことなるが67），米と麦の配

分比率は同じである．米が 4割，麦が 6割である68）．

神戸監獄の質問に対する回答をえてから，堀内は二等軍医水谷寛得を大

阪府の監獄に派遣してつぎの回答をえる69）．

第一答 神戸監獄署に同じ．

第二答 囚人の脚気病に罹る毎年募からず明治七年中徒囚人の此患に

罹る八十九人内死亡八人明治八年より十三年に到る間は医事

記録を欠くを以て其数を詳にする能わず十四十五両年は脚気

の患絶えざりしが十六年以後は該病著しく減却せり．

第三第四第五第六答 神戸監獄署に同じ．

第七答 徒囚現員男二千九百九十一人女二百四十九人合計三千二百四

十人未決現員男千百○一人女七十八人合計千百七十九人総計

四千四百十九人但し現今病に罹る徒囚六十六人未決三十八人

にして内呼吸器病消化器病を最多とす．
────────────
６７） 内閣官報局編（1976），p.178．もっとも多く支給される量は 1日 7合で，

使役労働に服さないもの，未決者は 1日 4合，10歳未満のこどもは 1日 3
合で，これに 1銭 5厘以下の菜がついている．

６８） 同書，p.176−179.
６９） 愛国生（1908）（五）p.1234.
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第八答 神戸監獄署に同じ．

第九答 獄舎大室に三十二三名小室に十八乃至廿名にして席一畳に付

二名の割室内炭酸の量は未だ詳ならず．

当時の大阪屯在の兵員数は約 3,000人，これに対して大阪府監獄の囚人

及び未決囚の総数は 4,419人ということである70）．

大阪府監獄からも神戸と同様の回答をえて，明治 17年（1884）6月 26

日，近隣の府県，京都，滋賀，三重，和歌山，岡山の 1府 4県の衛生課に

も同じ質問状を出し，各府県の監獄の脚気の状況を聞いている71）．その時

期は 6月に質問状を出して，和歌山からの回答は 7月 12日，三重県から

は 7月 19日，滋賀県と京都府からは 8月 22日，最後になる岡山県の回答

は 9月 19日ということである72）．

重地は明治 17年（1884）当時，大阪鎮台神戸分遣砲兵隊の三等軍医で

ある．また引用文にある神屋五郎之助，木村得三が軍医試補として『改正

官員録』に掲載されるのは明治 17年（1884）9月である．それ以前には

彼らの名前は掲載されていない．また山岸信英は引用文では軍医試補のよ

うな紛らわしい記述になっているが，明治 17年（1884）4月以来，三等

軍医として『改正官員録』に掲載されている73）．

したがって，軍医試補神屋，軍医試補木村はこの時期脚気調査にそれほ

どかかわっていたとはおもわれない．

各府県の監獄の脚気の状況は神戸監獄とほぼ同じ結果をえる．滋賀の場

合はもともと脚気患者が少なく，麦飯給与前後において発生率はそれほど

変わっていないということと，和歌山では明治 10年（1877）5月に国事

────────────
７０） 同書 p.1234.
７１） 同書 p.1235.
７２） 同書 p.1235.
７３） 彦根編（1884）4月，p.98, p.103．同書，9月，p.102, p.107.
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犯 74人が服役したとき，1ヶ月以内に過半数が脚気を罹病し，このため

に亡くなったものが 6, 7人いたという事例も含まれている．和歌山の事

例は明らかに国事犯たちは他の服役者と異なった扱い，食事を支給された

ことが原因であると推測される．

滋賀ではもともと脚気患者はすくなかったにかかわらず，麦飯に変更後

も神戸のようにゼロにはなっていない．その理由はわからない．

堀内は大阪鎮台司令官陸軍少将山地元治（在任期間，明治 15年（1882）

2月 6日から明治 18年（1883）5月 21日）に鎮台における麦食を建議す

るが，諸隊長から麦飯は民間における粗食であり，これを兵士に給与する

ことはできないと反対の声があがる．しかしながら，参謀長歩兵中佐山根

信成，第 8連隊長小川又次がこの提案に賛成し74），大阪鎮台では明治 17

年（1884）（11月頃とおもわれる）から 1ヵ年，兵食を米麦混合食（麦 4

割米 6割）とすることになる75）．

陸軍省の給与概則では，隊附下士以下には，1日精米 6合金 6銭が支給

されている76）．

監獄の献立は，朝食ご飯と味噌汁，昼食ご飯と漬物，夕食ご飯と「煮

染」であり，ご飯は「並役」で 1日 5合である．「煮染」の内容はわから

ないが，何かの煮物ということであろう．兵隊もご飯は 1日 6合，実に 1

食につき 2合の米を食べている．当時はご飯だけを食べていた感がある．

まさしく米は主食である．

大阪鎮台では，明治 15年（1882）の春季大演習のさいの兵糧を道明寺
ほしい

糒と牛肉にしている77）．従来は精米とパン等である．演習時の兵食をどの

ようにするのかは重要なことなので日常的に研究していたようである．

────────────
７４） 矢島編（1927）p.12.
７５） 森鴎外は明治 17年末としている．森（1974）第 34巻，p.166.
７６） 内閣記録局編（1978）第 53巻，p.22.
７７）『大阪日報』明治 15年 1月 24日．
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ところで，さきにみたようにこのとき兵食に麦飯を給与することに賛成

するのが，大阪鎮台参謀長歩兵中佐山根信成，第八連隊長歩兵大佐小川又

次と矢島は述べている．山根信成が大阪鎮台参謀長となるのは明治 17年

（1884）9月であり，それ以前の大阪鎮台参謀長は歩兵大佐茨木惟昭であ

る．また小川又次は明治 15年（1882）には陸軍中佐で大阪鎮台の参謀長

である．明治 17年（1884）9月の時点では，歩兵中佐で広島鎮台の参謀

長であり，歩兵大佐となり，大阪鎮台歩兵第八連隊長となるのは明治 17

年（1884）10月 28日である．明治 17年（1884）9月時点での歩兵第八連

隊長は青山朗中佐である78）．

これらのことから，第 4師団で米麦混合飯が兵士に支給されるのは，明

治 17年（1884）11月以降だとおもわれる．のちのことであるが，陸軍中

将小川又次は明治 30年（1897）4月 8日から明治 37年（1904）9月 4日

までのあいだ第四師団長を務めている79）．

明治 18年（1885）9月半ば，大阪鎮台兵に脚気患者は存在しなかった

ということである．この年，麻布の歩兵第一連隊に 967人，佐倉の歩兵第

二連隊に 285人，仙台の歩兵第四連隊に 272人等の脚気患者が発生してい

る．これによって大阪鎮台ではさらに 1, 2年間，米麦混合食を継続する

ことになる．

興味あることがここでおきる．明治 19年（1886）7月から 11 月の間

に，大津の歩兵第九連隊で 139人の脚気患者が発生する．調査の結果，第

九連隊では米麦混合食を給与しないで，米食を給与していたことが判明す

る80）．このときの歩兵第九連隊長は，山口県出身の井戸順行中佐である81）．

また，明治 19年（1886）には，米麦混合食を採用する師団は 4個師団に

────────────
７８） 彦根編（1884）9月，p.102.
７９） 井上（1922）p.273.
８０） 矢島編（1927）pp.7−14.
８１）『職員録』甲，明治 19年，p.148.
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およんでいる82）．

明治 18年（1885）7月 16日の朝日新聞である83）．

当鎮台の兵士は従来脚気病を患えるもの多きより昨年も五月十八日よ

り神戸坂本村に転地養生所を開かれしが本年は今日まで未だ一名の該

患者なきよしなり

さきにみたように，転地養生所開設が稟議されるのが明治 17年（1884）

5月 1日，坂本村旧砲兵営を養生所と決めるのが同月 15日，大阪の陸軍

病院から脚気患者 70名が転地するのが同月 23日である．この記事による

と養生所が開所されるのは同月 18日である．18日から 23日の間に堀内

が坂本村の養生所を訪れている可能性がある．であればこの期間，養生所

に 70名以外の脚気患者が既に存在していた可能性がある．この場合，脚

気患者が来てからの話，あるいは養生所が開所してからの話ということに

なる．ただしこの場合も，大阪の陸軍病院から 70名の脚気患者が転地し

てからの話ではない．

堀内は，脚気対策として兵舎改良の稟議をするとともに，脚気治療につ

いてなお有効な治療法を思案し，重地からヒントをえて，必要とおもわれ

る調査をしたうえで，兵食の改良に思い至ったということになる．

明治 18年（1885）8月 6日の朝日新聞につぎのような内容の記事が掲

載されている84）．海軍軍医本部長軍医大監高木兼寛が鶴田海軍大軍医とと

もに 8月 4日来阪している．府立病院等を巡視したのち，北浜の灘万で大

阪の医師 5人（吉田，緒方，高橋，神戸，野邊）と懇親会を開いている．

そのおり，高木は海軍では昨年，すなわち明治 17年（1884）から食料を

────────────
８２） 森（1974）第 34巻，p.166.
８３）『朝日新聞』明治 18年 7月 16日．
８４）『朝日新聞』明治 18年 8月 6日．
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改正し，麦パン等を用いるようになった結果，脚気だけではなく，胃腸病

・肺病等も減少したと述べている．

5

明治 20年（1887）1月 30日は孝明天皇 20年式年にあたるため，同月 25

日，明治天皇は京都に向けて横浜から軍艦浪速に乗船して，この日午前 11

時に出発する．同月 26日午後零時 30分に神戸港についている．神戸から

汽車に乗り京都にむかい，同日 5時過ぎに京都御所に入っている．

同年 2月 2日，御学門所において，明治天皇は 26人に拝謁を許してい

る．高島はそのなかのひとりである．拝謁後，明治天皇は高島と食事をと

もにしている85）．

同年 2月 15日，午前 7時 30分に京都御所を出発，同日 8時 10分に七

条停車場を発車して，梅田停車場に 9時 15分に到着している．停車場に

は，高島以下，岡沢精少将，児島惟謙控訴院長，建野郷三大阪府知事，今

井書記官等が出迎えている86）．

ところで京都・神戸間の鉄道は，明治 10年（1877）2月 5日に開通し

ている．明治天皇はこの開通式に臨み，七条停車場，大阪停車場（梅田停

車場），神戸停車場を訪問している87）．

明治 20年（1887）2月 15日午前 9時 50分，明治天皇は大阪鎮台を訪

問する．大阪鎮台司令官高島は大阪古城図，大阪城沿革略記を贈呈し，管

内の景況を報告するとともに，さらに脚気予防に麦飯の効果があることを

も報告している．その奏上文である88）．
────────────
８５） 宮内庁（1971）第六，p.692.
８６）『朝日新聞』明治 20年 2月 16日．市立大阪市民博物館編（1921）pp.256−

259.
８７） 宮内庁（1970）第四，pp.40−44.
８８）『官報』（明治編）第 2巻～（14），pp.241−242.
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伏て惟みるに方今軍備拡張兵政方さに整わんとする時に際し，臣鞆之

助叨りに乏きを当職を承け，明治 18年を以て任に本地に就き爾来拮

据勉励聖旨に奉答せんとする．茲に年あり幸に陛下の神聖なる威徳に

憑り，管内の兵事漸く緒に就き百般の業務年を遂うて進む．今茲に

一，二を掲げれば，徴兵事務の如き人智開進に随て必任義務の重且大

なるを弁識し，特に徴兵令改正後に至ては著く応募の数を加え之れを

忌避遁逃するものものに比するに，啻に霄壌のみにあらず，又た軍隊

教育上に在ても頻年稍く進歩の状あり，各隊相互に孜々として学術の

淵叢を探り競進して常に怠らず，茲を以て客歳に於ける各隊射的及行

軍の景況を過る十八年に比較するときは遥かに優るものあり，又各隊

賞罰の比較に至ても其増減の較著なる．現に十八年に於ける褒賞者は

其数 4877名に過ざれども，十九年に至ては其数増加して 5024名に至

り，十八年に於ける軍律懲罰は其数 6610名にして，十九年に至ては

其数減少して 3011名に至れり．是れ畢竟軍隊に於て，軍紀風紀の厳

正整粛にして，賞罰愈明かなるに依るなり．軍隊衛生に至ては患者の

員数増加すと雖ども，其全治者の数も亦随て増加す．是れ他なし軍隊

衛生の注意周到なると折肱の功愈進むに因るなり．特に脚気患者に至

ては，近年頓に其数を減じ，之れを往年に比すれば，河海の涓滴に過

ぎず．其源因は蓋し兵食の改良にあるや又疑う可らざるなり．其他出

師準備事項の如きに至ては，実に軍事の激変にして，治平の日予め之

れが計画方案を定め，咄磋指顧の間，急劇に応ずるの備えなかる可か

らず．之れが備えたる他なし．無事の日に於て，計画の周到なると謀

図の緻密なるに在り．茲を以て臣鞆之助就任以来深く計慮し，未だ善

美の域に達せずと雖ども幸に業務漸く整うに至れり．謹んで陛下の臨

幸に際し，茲に管内兵事一覧表を奉呈す．陛下万機の余乙夜の御覧を

賜えば感荷の至りに耐えず．該表は勉めて簡易を主とし，類を分ち品

を彙し，以て展検に便ならしむ．伏して糞くば該表に就て管内兵事の
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梗概を叡覧あらんことを臣鞆之助謹て奏す．誠忠誠惶頓首頓首

明治 20年 2月 15日

大阪鎮台司令官陸軍中将子爵高島鞆之助

このとき，明治天皇は脚気予防に大阪鎮台が成功したこととの報告を受

け，侍従岡田善長を使者として堀内のところに行かせ，堀内を大阪偕行社

に招き，脚気予防の実情について堀内から話を聞き，さらに喜びの聖旨を

堀内に与えている89）．明治天皇は脚気について腑に落ちる話を聞いて余程

うれしかったとおもわれる．

その後午前 11時 30分，城南練兵場で観兵式がおこなわれる．指揮官は

今井兼利第 7旅団長である．そのときの様子である90）．

御正装に召替させ玉ひ午前十一時卅分城外練兵場へ臨御，観兵式執行

なりし次第は今井歩兵第七旅団長指揮官にて土屋歩兵少佐草塲同大尉

は参謀に鵜沢中尉伝令使となり，同式の順序は先ず歩兵第八第九の両

連隊，次に第十第二十の両連隊，次に工兵第二大隊，砲兵第四連隊の

内第三大隊（山砲隊）第一第二の両大隊（野砲隊）輜重兵第四大隊第

一中隊等にて歩兵は練兵場の東手に砲工輜の諸隊は南手に整列し，斯

くて聖上の御馬車練兵場に着御なりしや，高島司令官には御先導にて

歩砲工輜諸隊の整列せし前面を御通覧あらせられ，了て御馬車を塲内

西南手に駐めさせ玉ひ，程なく歩砲工輜諸隊とも分列運動を為して御

馬車前を通過し分列式了りて，夫れより御馬車を輾らせ玉ひ，行在所

なる偕行社に着御なりしは午前十一時五十分頃なりき

────────────
８９） 愛国生（1908）（六），p.1291．矢島編（1927）p.15.
９０）『朝日新聞』明治 20年 2月 16日．市立大阪市民博物館（1921）pp.258−

259.
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明治天皇は東区大手前ノ町にあった第三高等中学校を参観する．参観を

終えて午後 2時に大阪偕行社にもどっている．皇后は住吉大社参詣を終え

て午後 2時 10分に大阪偕行社に到着する．午後 2時 30分から，明治天皇

と皇后は大阪偕行社で能を観賞している91）．この能観賞は建野知事発案に

よるもので，能舞台は偕行社の北に建設される．おそらく建野は侍補とし

ての経験から，明治天皇の好みを熟知していたとおもわれる．建設を請け

負ったのは東区徳井町の榎本甚助で，明治 20年（1887）2月 4日から建

設を始めて 5日に完成させる予定とあるが，予定の日程どおり完成したか

どうかはわからない92）．

また，高島は兼光作の刀一振りを，今井少将は広忠作の短刀一鞘を，そ

れぞれ明治天皇に献納している．また高島春子は，山陽の巻物一巻を献納

している．この日，明治天皇は大阪偕行社を行在所と定め，大阪偕行社に

宿泊する93）．

なぜ高島，今井が明治天皇に刀，短刀を献納したのかというと，明治天

皇は刀剣が好きだったようである94）．明治天皇の侍従を務めたことのある

高島はこのことを知っていたとおもわれる．また今井は刀剣に関して詳し

かったようである．

陛下は御刀が御好きで表御座所にも絶えず幾口か御置きになりまし

た．時々御用の御閑暇などにあれこれ抜いて御覧になることもござい

ました．

明治天皇は同年 2月 16日 12時 40分，茨木停車場から馬に乗り，13時

────────────
９１） 同書 p.275.
９２）『朝日新聞』明治 20年 2月 5日．
９３） 市立大阪市民博物館編（1921）pp.275−277.
９４） 日野西（1952）p.203.
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30分に耳原村字手幣山に着いている．経路は，茨木停車場，倍賀村，上

穂積村，郡村，中河原村，耳原村である．そこから混成第 7旅団（歩兵第

8連隊，歩兵第 20連隊）の対抗演習を見物している．もう一箇所の天覧

所，太田村字稲荷山には 15時 30分にいって，対抗演習を見物している．

歩兵第 7旅団長陸軍少将今井兼利が総指揮官となり，東西 2軍に分かれ，

大阪を攻める側（西軍）とこれを守る側（東軍）という想定である．大阪

が包囲されたとの情報により，これを援助するために東軍が駆けつけ，西

軍がこれを迎え撃つとの設定である．演習地はこれにより茨木の地とな

る．演習は，13時 6分に始まり，16時 40分に西軍の勝利となって，終っ

ている．このときに安威村も演習地となっている95）．

明治天皇は同年 2月 25日，世話になったお礼として将校以上に清酒二

十樽代金 200円を下賜している96）．

6

明治 20年（1887）10月 14日，明治天皇は芝区三田綱坂の大蔵大臣松

方正義邸をおとずれる．松方邸はもと伊予松山候の屋敷である．このとき

内閣総理大臣伊藤博文等とともに，高島も招かれている97）．

同年 10月 19日，大阪鎮台司令官高島，名古屋鎮台司令官，広島鎮台司

令官，熊本鎮台司令官，仙台鎮台司令官は管下の状況を明治天皇に奏上す

る．その後，高島だけが呼ばれて，威仁親王，陸軍大臣，宮内大臣，侍従

長，皇后宮大夫等とともに御陪食を命じられている．また，同月 21日に

は浜離宮での鴨猟にも高島は参加している98）．

────────────
９５） 市立大阪市民博物館（1921）pp.303−310.
９６） 同書 pp.254−256, p.276.
９７） 宮内庁（1971）第六，pp.824−826.
９８） 同書，p.828.
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同年 10月，高島は将官会議に列席し，その席上において，大阪の実験

に徴して，兵食を麦飯にすることを進言している99）．

維新後都鄙の別なく兵隊の屯集する処脚気の患あらざるはなし就中東

京大阪を最とす而して大阪は毎年夏季軍人の脚気に罹り鎮台病院に入

るもの無慮五六百名にして其死亡除隊此に準す（中略）利国等之を府

県監獄の実験に徴し試に米麦混合の食を給し軍隊の脚気を予防せんこ

とを具申し在阪歩兵第八連隊同第二十連隊砲兵第四連隊工兵第四大隊

并輜重第四大隊の兵食は明治十七年二月以降挽割麦四分米六分の混合

食を用い姫路歩兵第十連隊も在阪諸隊に倣い明治十八年二月より麦飯

を給し十八十九の両年は諸隊を通じて軍人の脚気に罹るもの両三名に

過ぎず大津分営歩兵第九連隊に於ては同十八年三十名十九年百三十九

名の脚気を出せり此を以て同連隊にても同十九年十月以後麦飯を用い

今日に至り一の患者を生ぜず（中略）麦は化学分析上米に比し滋養分

に冨み消化し易きは疑を容れず加之米麦価格に差等あるを以て魚菜料

自ら増加せしむる益あり党鎮台に於て三ヶ年の実験に依り予防効果を

確知するに依り自今兵食は之を麦飯に決定あらんことを望む右謹んで

上申す

将官会議というのは，明治 8年（1875）に検閲が終了したのち，各鎮台

司令官が上京し開かれるようになったものである100）．明治 12年（1879）9

月 15日，太政官第三十三号達，鎮台条例第十四条はつぎのようになって

いる101）．なお条例の文言「監軍中将」は明治 14年（1881）5月 13日太政

官第 21号達により「監軍部長」に改められている102）．
────────────
９９） 矢島編（1927）pp.15−16.
１００）陸軍省編（1966）上，p.475.
１０１）内閣官報局編（1994）第十二巻－1, p.263.
１０２）内閣官報局編（1976）第十四巻，p.215.
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凡そ毎年歳終に陸軍卿参謀本部長並に近衛都督各軍管の司令官及び省

内各局長を省内に会同せしめ猶各部の監軍中将を会合して将校進級総

表を選定し以て次年抜擢進級の序を定む

規程によると将官会議に堀内は出席できない．さきの引用文が将官会議

の席上で読まれたものかどうかは確定できない．堀内もこのとき上京し，

別の会議で麦飯の効用について報告したようである．いずれにしても，将

官会議で高島が報告する原稿としたものであることは想像できる．

会議後，偕行社（東京）における慰労会（堀内も出席している）の席

で，大沢謙二の脚気に関する講演が行われている．その内容は，麦飯の効

果は偶然によるものであり，科学的根拠のあるものではないという麦飯反

対論であると矢島は推測している103）．ここでは堀内の麦飯論は迷信扱いさ

れたようである．

ここで海軍の実績をみてみる104）．明治 4年（1871），ロシアとの樺太問

題で全権を乗せた船で帰途乗員の過半数が脚気に罹病したため，函館に回

航して，乗員全員を上陸させ，仮病舎を設けて治療している．また明治 8

年（1875）6月には遠航で，134日間に 53人が罹病し，同年 11月には筑

波艦の遠航でも 50人余の脚気患者が発生する．

さきにみたように明治 15年（1882），仁川沖に回航された金剛ほか 2艦

は，滞泊 40日間に 300余名の兵員中 180余名が脚気に罹病し，ほとんど

戦闘能力を失うにいたっている．

明治 16年（1883）9月，軍艦龍驤の遠洋航海，オーストラリア，南ア

メリカ，ハワイの航海において，ペルーからハワイの航行の間に 138人が

脚気にかかるが，ホノルルで食料を補給し，これを供給したところ脚気患

者が根絶するという経験をする．同年 10月に脚気病調査委員を設け，龍
────────────
１０３）矢島編（1927）pp.16−17.
１０４） 日本科学史学会編（1965）p.120.
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驤の事例を調査研究する．責任者は海軍少輔真木長義，委員は海軍軍医大

監高木兼寛等 8人である105）．同年 11月 29日，高木兼寛は，明治天皇に脚

気の原因は食物不良であるとして，兵食の改善の必要性を訴える．その結

果，明治 17年（1884）1月に艦船営下士以下食料給与概則を定め，兵食

の改善をする106）．

明治 18年（1885）3月 19日，海軍軍医本部長軍医大監高木兼寛は参内

し，明治天皇に海軍では明治 16年（1883）の筑波艦遠航での実験を経て，

明治 17年（1884）以降，半麦 3食によって，脚気の追放に成功したこと

を具申する107）．このように海軍では明治 17年（1884）以降，経験法則に

もとづいて脚気追放に成功している．

それにもかかわらず陸軍中央の軍医当局者は麦飯に反対する．理由はひ

とつである．麦飯の有効性を何によるものであるのかが演繹的に判明して

いないということである．その他の理由は，①米食は，麦に比較して，カ

ロリーが高い．②海軍の兵員数は，4千人から 5千人である．これに対し

て，陸軍は数十万人の兵員であり，食事改善にはかなりの費用が必要とな

る108），というものである．おそらく，兵食を海軍並みにするには，膨大な

経費を要したとおもわれる．場合によっては日本の米中心経済を転換する

必要もあったということである．また，玄米食であったときには脚気は顕

著なものではなかったことも事実である．しかもいまからみればパンより

も玄米は理想的な食物である．したがって，麦飯の有効性が演繹的に証明

されないかぎり，兵食を変えないということも，この時点では無理のない

ことである．海軍の場合は艦の操舵ができなくなる状態，海軍が海軍とし

て維持できない状態であったのに対して，陸軍の場合はまだ余裕があった

────────────
１０５） 宮内庁（1971）第六，p.127, pp.379−380.
１０６） 同書，pp.140−141.
１０７） 同書，pp.379−380.
１０８） 日本科学史学会編（1965）p.127.
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ため，待ったをかけたということであろう．単に，悪意からだけの麦飯反

対であったとはおもわれない．

堀内の報告により，麦飯を採用するものもいた．ところが台湾軍（台湾

総督府陸軍局軍医部長）が麦飯を採用することに対して，なおも軍医部

（石黒忠悳）は反対する．

この軍医部の執拗なまでの反対は，単に軍医部だけが反対しているので

はなく，当時の陸軍首脳部（大山陸軍卿，山県有朋中将，西郷従道中将

等）と連携していたと推測されるがどうであろうか．

堀内の建言を受けて，最重要事項であるので，通常であれば，陸軍首脳

部は白米部隊と麦飯部隊とを編成し，その違いを検証するはずであるがそ

のようなことを行った形跡はない．陸軍首脳部がやるべきことを行ってい

るのが，明治天皇である．

明治 21年（1888）7月 30日，明治天皇は，侍従岡田善長を近衛歩兵第

二連隊に派遣し，脚気発生の状況を査問させている．同年 7月 31日，明

治天皇は，侍従岡田善長を近衛歩兵第一連隊に派遣し，脚気発生の状況を

査問させている．近衛歩兵第一連隊は同年 3月 1日より，兵食を朝食・昼

食を麦飯（麦 3分・米 7分），夕食を麺包としている．ところが同年 10月

2日には米食にもどり，明治 22年（1889）4月 1日からまた麦飯に替えて

いる．このためか，ふたたび同年 6月 11日，近衛歩兵第一連隊，近衛歩

兵第二連隊に侍従岡田善長が派遣され査問している109）．明治天皇は陸軍首

脳部とことなり，脚気に対して関心があった．

同年 9月 27日，陸軍軍医監石黒忠悳，陸軍一等軍医森林太郎がヨーロ

ッパから帰国し，明治天皇に謁見所で帰国報告をしている110）．

森林太郎すなわち森鴎外は，文久 2年（1862）島根藩津和野に生まれ

る．明治 14年（1881）東京大学医学部を卒業し，明治 17年（1884）から
────────────
１０９） 陸軍省編（1966）上，pp.771−772.
１１０） 宮内庁（1972）第七，p.127.
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ただのり

4年間ドイツに留学している．石黒忠悳，森林太郎は麦飯の強力な反対者

である．

明治 21年（1888）11月 26日，宮中の漢方医福井貞憲，村瀬豆洲，松

島美実，浅井篤太郎等をすべてやめさせる111）．

明治 22年（1889）3月 24日，参謀総長有栖川宮熾仁親王は第四師団巡

閲のおり，歩兵第二十連隊将校集会所において高島とともに昼食をとる．

昼食の内容は，西洋料理 2, 3品と兵食すなわち弁当箱入りの麦 4分米 6

分の飯・塩焼の鯛・ごぼうの煮物である．有栖川宮参謀総長は兵食を 8分

食し，西洋料理にははしをつけなかったと報じている112）．明治 22 年

（1889）においても，第四師団では麦飯を兵食としている．

7

陸軍が，新発田，由良，福岡を除き米麦混合食を採用するのは，明治 24

年（1891）である113）．

同年 4月 26日の東京日日新聞に，麻布第一連隊が同月 10日ころから麦

飯に改めたとの記事がのっている．また，明治 25年（1892）5月 1日の

郵便報知新聞に，近衛工兵中隊は明治 22年（1889）3月から麦飯を採用

しているとの記事がのっている114）．同時に麦飯採用の結果，いずれも脚気

の発病がなくなったと報じている．

明治 29年（1896）でもなお軍医総監石黒忠悳は台湾総督府の軍医が麦

飯を採用するのに対して反対意見を述べている．このときの軍医学校長は

森林太郎（鴎外）である．また，陸軍大臣，拓殖務大臣は高島であり，台

────────────
１１１） 同書，p.156.
１１２）『大阪朝日新聞』明治 22年 3月 26日．
１１３） 森（1974）第 34巻，p.166.
１１４） 内川・松島監修（1984）pp.786−787.
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湾総督は乃木希典である．

したがって，高島は，大阪鎮台司令官（第四師団長）のときには麦飯採

用を建言するが，陸軍大臣のときには兵食を麦飯にすることには積極的で

なかったことになる．もちろんこのときには，軍政と軍令が分離されてい

たが，高島陸軍大臣が麦飯採用のために行動した証拠はない．

陸軍が麦飯を本格的に採用するのは，明治 38年（1905）である115）．こ

の年 3月 10日，出征軍人軍属に麦飯喫食の訓令を出す．日露戦争で，総

病者の 2分の 1近くが，脚気患者であったため，麦飯を正式に採用するよ

うになる116）．

脚気がビタミン B1欠乏によるとわかり，日本にその対処法が確立する

のは，島薗順次郎の大正 8年（1919）の内科学会総会での報告，大森憲太

の大正 10年（1921）のビタミン B1欠乏食による人体実験の結果までまた

ねばならない117）．

ところで，兵食とは，軍隊で摂取する食物である．軍隊の食物は，「兵

としての本文を発揮するのに最も好適なる食物と云う事を理想」118）として

いる．そして，兵食とは，「平戦両時に於ける戦闘能力の維持増進と，作

戦行動とに必要なる特殊の食物」119）であると，定義している．これほど大

切な兵食について，経験的に意味があると認められたものであるにもかか

わらず，麦飯が採用されるのは多くの犠牲をみた後である．

精白米にビタミン B1が含まれていないということではない．ビタミン

B1の含有量が少ないというだけである．可食部 100グラム当たりで，玄

米には 0.41 mg，精白米には 0.08 mg のビタミン B1が含まれている120）．1

────────────
１１５） 日本科学史学会編（1965）p.120.
１１６） 同書 p.127.
１１７） 同書 p.121.
１１８） 陸軍糧秣本廠（1987）上，p.3.
１１９） 同書，p.3.
１２０） 新食品成分表編集委員会（2008）pp.22−23.
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日に精白米を 300グラム食べると，0.24 mg のビタミン B1が摂取できる

ことになる．

明治 17年（1880），陸軍では兵士に 1日 6合の白米を支給している．1

合の精白米の重さを 140グラムとすると，1日 6合（840グラム）の精白

米を食べると，0.672 mg のビタミン B1が摂取できる．さきにみたよう

に，当時の副食は貧しいものであった．これは囚人と兵士だけではなく，

一般的なことである．たとえば，19世紀後半の問屋においても，朝食は

冷や飯と味噌汁，昼食と夕食は 1菜という日がおおく，月 6回の精進日は

香の物だけということである．その結果，天保から明治前期にかけて白木

屋江戸店で脚気のため死亡した人が 6人いる121）．

明治 44年（1911）から大正 4年（1915）間，精白米の平均一人一日当

たり消費量は 358グラムであり，それにより 0.2864 mg のビタミン B1が

摂取できる．

身長 171.0 cm，体重 63.5 kg，身体活動レベル中位の男性（18 歳～29

歳）のビタミン B1の 1日における食事摂取基準値は，1.4 mg である122）．

精白米の消費量を 358グラムとすると，精白米のご飯を食べるだけでもビ

タミン B1の 1日における食事摂取基準値の約 20％を摂取できることにな

る．精白米だけを食べていたもの（副食が豊富でなかったもの）は，それ

だけではビタミン B1が不足したということである．

玄米 6合であれば，3.444 mg のビタミン B1が摂取できる．玄米食であ

れば，ビタミン B1摂取に関しては，まったく問題ないことになる．

明治天皇が脚気に悩まされたということは，白米中心の食事をして，ビ

タミン B1を多く含有する食べ物，たとえば豚肉，うなぎ等を日常的に食

べていなかったということである．

────────────
１２１） 林（1982）p.94, p.98.
１２２） 厚生労働省「日本人の食事摂取基準（概要）」p.10で，身体活動レベルを

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲと 3クラスに区分している．そのうちのⅡということである．
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昭和天皇は，朝，夕は洋食で，昼食だけが和食，あるいは和食に近い料

理で，7分づきの米に 1割の麦を入れたご飯を食べている123）．
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